
　
◆
企
画
に
あ
た
っ
て

　

一
九
六
一
年
一
〇
月
七
日
に
創
立
さ
れ
た
日
本
民
主
法
律
家

協
会（
日
民
協
）は
、
二
〇
二
一
年
創
立
六
〇
周
年
を
迎
え
た
。

　

六
〇
周
年
記
念
の
企
画
に
つ
い
て
執
行
部
で
議
論
し
、
六
〇

年
を
万
遍
な
く
振
り
返
る
の
も
よ
い
が
、
こ
の
激
動
の
一
〇
年

の
政
治
史
と
日
民
協
・
法
律
家
運
動
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
直
接

に
担
っ
た
現
役
の
法
律
家
た
ち
の
生
々
し
い
記
録
を
残
し
て
み

よ
う
、
そ
れ
は
後
世
の
法
律
家
に
と
っ
て
貴
重
な
記
録
に
な
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ち
ょ
う
ど
一
〇
年
前
の
二
〇
一
一
年
は
、
三
月
に
東
日
本
大

震
災
・
福
島
原
発
事
故
と
い
う
空
前
の
大
規
模
災
害
・
被
害
が

発
生
し
た
年
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
七
月
の
定
時
総
会
で

渡
辺
治
氏
が
日
民
協
理
事
長
に
就
任
し
た
。
一
二
年
一
二
月
の

第
二
次
安
倍
政
権
発
足
後
は
、
憲
法
の
蹂
躙
、
戦
争
国
家
化
、

国
政
の
私
物
化
、
権
力
の
集
中
と
濫
用
が
一
気
に
進
み
、
他

方
で
こ
れ
に
対
抗
す
る
「
総
が
か
り
行
動
実
行
委
員
会
」
や
「
市

民
連
合
」
に
象
徴
さ
れ
る
巨
大
な
市
民
運
動
や
市
民
と
野
党
の

共
同
も
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
進
ん
だ
。

　

こ
う
し
た
情
勢
の
中
、
次
々
に
怒
涛
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る

悪
政
・
悪
法
に
対
峙
す
る
法
律
家
運
動
も
ま
た
大
き
な
広
が
り

を
見
せ
、
そ
の
中
で
日
民
協
は
少
な
く
な
い
役
割
を
果
た
し

た
。「
激
動
の
一
〇
年
」
は
ま
さ
に
実
感
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
『
法
と
民
主
主
義
』
日
民
協
創
立
六
〇
周
年

記
念
号
で
は
、
渡
辺
治
氏
の
記
念
講
演
「
激
動
の
一
〇
年
の
政

治
史
と
日
本
民
主
法
律
家
協
会
の
役
割
」
を
巻
頭
論
文
と
し
、

「
激
動
の
一
〇
年
の
政
治
史
と
法
律
家
運
動
」
を
メ
イ
ン
の
特

集
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

二
〇
一
一
年
の
福
島
原
発
事
故
の
直
後
か
ら
、
日
民
協
は
他

の
法
律
家
団
体
に
呼
び
か
け
、
原
発
問
題
の
連
続
学
習
会
を
開

催
し
た
。
こ
の
学
習
会
に
毎
回
参
加
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に

差
止
訴
訟
に
携
わ
っ
た
北
村
栄
氏
が
、
全
国
の
訴
訟
と
弁
護
団

の
奮
闘
を
全
面
展
開
す
る
論
稿
を
寄
せ
て
い
る
。
ま
た
吉
村
良

一
氏
は
、
原
発
事
故
に
よ
る
避
難
者
な
ど
多
数
の
被
害
者
が
提

起
し
た
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
い
て
、
研
究
者
と
弁
護
士
と
の
徹

底
的
な
協
同
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
若

い
研
究
者
と
弁
護
士
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
海
部
幸
造
氏
は
、
原
発
反
対
運
動
が
大
き
な
広
が
り

を
見
せ
る
中
、
日
民
協
の
呼
び
か
け
で
法
律
家
の
み
な
ら
ず
様

々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
団
体
・
個
人
で
「
原
発
と
人
権
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
が
結
成
さ
れ
、
隔
年
で
全
国
研
究
交
流
集
会
を
開
催
す
る

激
動
の
一
〇
年
の

　
　
政
治
史
と
法
律
家
運
動
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な
ど
粘
り
強
い
活
動
を
続
け
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。

　

安
倍
政
権
は
、
一
三
年
の
特
定
秘
密
保
護
法
、
一
五
〜
一
六

年
の
刑
訴
法
・
盗
聴
法
改
悪
、
一
七
年
の
共
謀
罪
、
二
一
年
の

デ
ジ
タ
ル
監
視
法
等
々
、
監
視
社
会
と
戦
争
準
備
法
制
を
強
力

に
進
め
る
法
案
を
矢
継
ぎ
早
に
成
立
さ
せ
て
き
た
。
清
水
雅
彦

氏
、
海
渡
雄
一
氏
は
、
こ
れ
ら
法
律
の
危
険
性
、
違
憲
性
、
反

対
運
動
に
つ
い
て
論
じ
る
。
な
お
共
謀
罪
反
対
運
動
で
は
、
法

律
家
八
団
体
が
連
絡
会
を
作
り
、
国
会
対
策
や
、
市
民
と
共
に

日
比
谷
野
音
で
数
回
の
大
集
会
を
開
く
等
の
活
動
を
し
た
こ

と
を
補
足
し
て
お
く
。

　
「
激
動
の
一
〇
年
の
政
治
史
」
の
中
心
は
、
何
と
い
っ
て
も
、

一
四
年
七
月
の
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
の
閣
議
決
定
に
始
ま

る
安
保
法
制（「
戦
争
法
」）反
対
運
動
、
一
五
年
九
月
の
法
案
成

立
後
は
そ
の
廃
止
運
動
、
そ
し
て
一
七
年
五
月
の
「
憲
法
に
自

衛
隊
を
明
記
す
る
」
と
の
安
倍
改
憲
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
始
ま
る
明

文
改
憲
阻
止
の
運
動
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
法
律
家
運
動
が
果
た
し
た
役
割
は
計
り
知
れ
な

い
。
そ
の
詳
細
は
、
改
憲
問
題
対
策
法
律
家
６
団
体
連
絡
会（
６

団
体
）で
奮
闘
し
た
南
典
男
氏
と
同
連
絡
会
事
務
局
長
の
大
江

京
子
氏
の
論
稿
を
じ
っ
く
り
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。

　

６
団
体
の
活
動
は
「
安
倍
改
憲
」
阻
止
に
間
違
い
な
く
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
。
法
律
家
の
共
同
行
動
が
現
実
の
政
治
に

影
響
力
を
持
つ
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
の
論
稿
は
、

そ
の
た
め
に
払
っ
た
努
力
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

二
〇
年
八
月
ま
で
続
い
た
安
倍
政
権
は
、「
森
友
学
園
問
題
」、

「
加
計
学
園
問
題
」、「
桜
を
見
る
会
問
題
」（
総
称
「
モ
リ
・
カ
ケ
・

桜
」）な
ど
露
骨
な
国
政
の
私
物
化
及
び
行
政
文
書
の
廃
棄
、
改

竄
な
ど
の
情
報
隠
し
を
行
っ
た
。
ま
た
政
府
は
、
政
権
に
近
い

人
物
を
検
事
総
長
や
検
事
長
に
長
く
と
ど
め
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
検
察
庁
法
改
正
法
案
を
上
程
し
た
が
、
同
法
案
は
圧
倒
的

世
論
の
反
対
に
よ
り
廃
案
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い

て
も
法
律
家
・
法
律
家
運
動
は
奮
闘
し
た
。
主
に
森
友
学
園
問

題
に
つ
い
て
は
上
脇
博
之
氏
、「
桜
を
見
る
会
前
夜
祭
」
問
題
で

の
約
千
名
の
法
律
家
の
安
倍
首
相
刑
事
告
発
に
つ
い
て
は
小
野

寺
義
象
氏
、
検
察
庁
法
改
正
阻
止
に
つ
い
て
は
島
田
広
氏
の
論

稿
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。

　

な
お
、
二
〇
年
九
月
に
発
足
し
た
菅
政
権
は
、
同
年
一
〇
月

一
日
、
学
術
会
議
が
推
薦
し
た
会
員
候
補
者
の
う
ち
六
名
の
任

命
を
拒
否
す
る
と
い
う
前
代
未
聞
の
暴
挙
を
行
っ
た
。
そ
の
問

題
点
と
、
任
命
拒
否
に
抗
議
す
る
一
〇
六
二
名
の
法
律
家
に
よ

る
情
報
公
開
請
求
に
つ
い
て
は
、
福
田
護
氏
の
論
稿
に
詳
し
い
。

　

こ
の
一
〇
年
の
間
に
は
、
明
仁
天
皇
の
生
前
退
位
と
リ
ベ
ラ

ル
派
に
よ
る
天
皇
賛
美
と
い
う
複
雑
な
事
態
も
起
こ
っ
た
。『
法

民
』
は
憲
法
の
象
徴
天
皇
制
を
厳
格
に
解
す
る
立
場
で
、
数
回

の
特
集
を
世
に
送
っ
た
。
澤
藤
統
一
郎
氏
の
論
稿
は
時
代
を
映

す
貴
重
な
記
録
と
し
て
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。

　

日
民
協
は
一
九
六
八
年
か
ら
司
法
問
題
を
テ
ー
マ
と
す
る
「
司

法
制
度
研
究
集
会
」
を
開
催
し
続
け
て
お
り
、
こ
の
一
〇
年
の

間
に
一
〇
回
開
催
し
、
二
〇
一
九
年
に
は
第
五
〇
回
を
迎
え
た
。

毎
回
の
テ
ー
マ
と
内
容
の
記
録
は
米
倉
洋
子
が
執
筆
し
た
。

　

ど
の
論
稿
も
、
紙
幅
の
制
約
の
た
め
到
底
語
り
尽
く
せ
て
は

い
な
い
が
、
渡
辺
講
演
、
座
談
会
、
年
表
、
歴
代
理
事
長
・
事

務
局
長
等
の
言
葉
、
多
く
の
方
々
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
等
と
あ
わ
せ

て
お
読
み
い
た
だ
き
、「
激
動
の
一
〇
年
」
を
懸
命
に
生
き
た
法

律
家
の
記
録
と
し
て
、
特
に
、
未
来
を
担
う
法
律
家
の
方
々
に

些
か
で
も
お
役
に
立
て
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（『
法
と
民
主
主
義
』
編
集
委
員
会
・
前
事
務
局
長
　
米
倉
洋
子
）
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